
 

ポートアイランドにおける公共空間を利活用した社会実験の企画・実施を通じた 

エリアマネジメント体制の構築業務 公募 

実施要領 

 

１． 趣旨 

本市では、令和４年度よりポートアイランド・リボーンプロジェクト（以下、「当プロ

ジェクト」という。）に取り組んでいる。当プロジェクトにおいて、将来的なエリアマネ

ジメント体制の構築を見据え、これまでポートピア大通りをはじめとした公共空間にお

いて、地域関係者を中心とした実行委員会による賑わい創出等を目的とした社会実験を

行ってきた。 

  本業務は、将来的なエリアマネジメントを見据えた体制の構築を目指し公共空間を利

活用した社会実験等の企画・実施を通じて、継続的な事業実施にむけた体制づくりに繋げ

ることを目的とする。 

 

２． 業務の概要 

（１）委託業務名 

ポートアイランドにおける公共空間を利活用した社会実験の企画・実施を通じた

エリアマネジメント体制の構築業務 

（２）業務内容・目的 

別添「仕様書」のとおり 

（３）事業期間 

契約締結日の翌日～令和９年３月31日まで 

（４）事業規模（契約上限） 

1,800千円（税込） 

（５）納品場所 

   神戸市都市局未来都市推進課 

（６）費用分担 

   本市は契約金額以外の費用を負担しない。 

 

３．契約に関する事項 

（１）契約の方法 

神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のう

え、仕様書及び企画提案書に基づき決定する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、

契約締結をせず、契約締結後に判明した場合は契約の解除を行うことがある。 

（２）委託料の支払い 



 

・委託料の税込金額の５割を限度として前金払を請求することができる。 

・令和８年 10 月 31 日までに要した費用ついて、業務の中間履行検査を実施した

場合においては、検査完了後、出来高の９割を上限に前述の前金払の金額を控除

した額を請求することができる。 

・全ての業務の履行検査完了後、請求に基づき残額を支払う。 

（３）契約書案 

別紙（頭書及び委託契約約款）参照 

（４）契約保証金に関する事項  

神戸市契約規則第 25 条第１号の規定により免除とする。 

（５）その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受託者が神戸市契約事務等からの暴力団等

の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 

４．参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たしている事業者等（個人を除く） 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないもの 

であること。 

（２）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続開始の申立て、も 

しくは民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく再生手続開始の申立 

てがなされている者でないこと（ただし、更生計画認可決定や再生計画認可決定

がなされている場合はこの限りでない）。 

（３）応募申込時点から契約予定事業者選定までの間に、神戸市指名停止基準要綱に

基づく指名停止を受けていないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２ 

条第６号に規定する暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団  

員である法人等、その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）

及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（神戸市契約事務等

からの暴力団等の排除に関する要綱（平成22年5月26日市長決定）第５条に該当

する者）等に該当する者でないこと。 

（５）禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなっ 

た日から２年を経過しない者に該当する役員がいる団体でないこと。 

（６）国税（法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を含む）をいう。）及び地方 

税について滞納をしている者でないこと。 

（７）各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを受 

けていること。宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に掲げる暴力団及びその利益となる



 

活動を行う等、神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条各号

に該当する団体でないこと。また、神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関

する要綱に基づく除外措置を受けていないこと。 

（８）銀行取引停止処分を受けていないこと。 

（９）本業務の遂行にかかる関係者等との連絡、調整、打合せ等を円滑に行い得る能 

力を有していること。 

（10）応募者が共同企業体（以下、「JV」という。）等の場合は、以下によること。 

なお、応募申込後にJV等の構成員を変更・追加することは原則として認めない。 

①すべての構成員が、上記(１)から(９)の要件を満たす者であること。 

②構成員の中から代表企業を決定し、代表企業はJV等の意思決定を代表すること。 

③代表企業は法人とし、業務の総括、構成員間の調整、当市との調整の窓口を行う

こと。また、委託契約に係る事務処理については代表者の名義で行うこと。 

④JV 等の役割分担が明確になっていること。 

⑤JV 等が負う法的責任については、JV 等の各構成員が負うこと。また、JV等の構

成員の負担する責任については、すべての構成員が負担すること。 

 

５．スケジュール 

実施要領・申込用紙の配布 令和８年６月 26 日（金）14 時から 

応募申込エントリー期限 令和８年７月 10 日（金）17 時まで 

質問票提出期限 令和８年７月 14 日（火）17 時まで 

質問回答  令和８年７月下旬 予定 

提案書の提出期限 令和８年８月 10 日（月）17 時まで 

提案内容審査（書類審査） 令和８年８月中旬 予定 

事業者決定 令和８年８月下旬 予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６．公募手続きに関する事項 

（１）公募実施要領の配布 

配布期間 令和８年６月 26 日（金）～令和８年８月 10日（月）17時 

配布場所 
神戸市都市局未来都市推進課ホームページ 

https://www.city.kobe.lg.jp /a74227/20260624piribornerimane.html 

（２）応募申込エントリー 

   応募申込を希望される場合は、次のとおりエントリーを行うこと。なお、エントリー

を行っていない場合、５.（３）質問受付、５．（４）応募申込書・企画提案書の提出は

不可とする。 

受付期間 令和８年６月 26 日（金）～７月 10日（金）17 時 

受付方法 電子メール 

提出書類 【様式１号】応募申込エントリー書 

提出先 

portisland-reborn.project@city.kobe.lg.jp 

※件名は「ポートアイランド委託業務 公募エントリー」とすること。 

※電子メールを送付した旨を電話で事務局に連絡すること。 

（３）質問の受付・回答 

受付期間 令和８年６月 26 日（金）～７月 14日（火）17 時 

受付方法 電子メール  ※電話・FAX 等での問い合わせは不可。 

提出書類 【様式２号】質問書 

提出先 

portisland-reborn.project@city.kobe.lg.jp 

※件名は「ポートアイランド委託業務 公募 質問書提出」とすること。 

※電子メールを送付した旨を電話で事務局に連絡すること。 

回答方法 

・応募者全員に対し、電子メールにより回答を行う。 

・事実関係の確認など回答することで他の応募者が不利にならない事項

についてはこの限りではない。 

回答公表

日 
令和８年７月下旬（予定） 

備考 

・質問回答書は、実施要領の追加、修正及び解釈に関する補足とし、回

答内容は、実施要領と同等の効力を持つものとする。 

・質問者名等は非公表とする。 

・意見や要望、本公募に関係しない質問は受け付けない。 

 

 

 

 



 

（４）応募申込書・企画提案書の提出 

受付期間 令和８年６月 26 日（金）～８月 10日（月）17 時まで 

受付方法 電子メール 

提出書類 下記、＜提出書類の内容＞を参照すること。 

提出先 

portisland-reborn.project@city.kobe.lg.jp 

※件名は「ポートアイランド委託業務 公募 企画提案書」とすること。 

※電子メールを送付した旨を電話で事務局に連絡すること。 

留意事項 

・提出された書類等は一切返却しない。また、原則、提出後に書換え、差

替え又は撤回を行うことは不可とする。ただし、事務局から補足説明資

料の提出を求める場合がある。 

・企画提案は、１応募者につき１件とする。 

・提出データの総容量が 10MB を超える場合は、データ交換サービス等を

利用して提出すること。容量の関係で送付できない場合は、上記受付期

間内に事務局へ連絡すること。 

＜提出書類の内容＞ 

【応募申込書】（PDF 形式。サイズは A4とする。） 

①申込関係 

様式 様式名 部数 

様式３－１ 
応募申込書兼誓約書 

代表企業用 １部 

様式３－２ 構成員用（JV等の場合のみ） 法人ごと１部 

様式３－３ 共同企業体結成届出書（JV 等の場合のみ） １部 

様式３－４ 企業（共同企業体等）調書 １部 

様式３－５ 神戸市税に関する誓約書兼調査に関する承諾書 法人ごと１部 

様式３－６ 神戸市契約事務等からの暴力団関係者排除に係る誓約書 法人ごと１部 

②身分証明関係等（法人ごと各１部） 

１ 印鑑証明書 

２ 履歴事項全部証明書 

３ 直近１か年の「法人税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書（その３の３） 

４ 直近１か年の本店所在地の法人事業税、特別法人事業税の納税証明書 

５ 会社案内資料（直近事業年度の決算報告書、法人概要等がわかるもの（例：パン

フレット等）） 

※上記１～４は発行後３か月以内のものを提出すること。 

※上記書類に該当するものが存在しない場合などは、代替書類の提出について事務局

と協議すること。 

※必要に応じて、上記以外の書類の提出を求める場合がある。 



 

【企画提案書】（正本１部、副本１部） 

①企画提案書（PDF形式、様式自由。A４サイズ最大 20枚とする。） 

・応募者名は正本にのみ記載し、副本には、応募者名及び応募者を類推させるロゴマー

ク等は記載しないこと。 

・委託仕様書及び６．（３）評価基準を踏まえて作成すること。 

・以下の項目については必ず記載すること。 

ア 本業務に対する考え方、基本方針 

イ 実施体制・実行委員会 

・実行委員会の構成、事務局の体制案 

・実行委員会立ち上げにあたってのアプローチ方法 

・事務局の役割、実施体制 等 

ウ イベント企画・運営 

・イベントの企画（案） 

・資金・収支計画 

・苦情対応 

・周知方法 等 

エ エリアマネジメントの考え方 

オ 提案のセールスポイント 

 ②見積書及び積算根拠 

・見積金額には、受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費をすべて含むもの

とする。 

・見積書は、費目ごとに内容、単価、数量等の内訳を記載すること。 

 

７．選定に関する事項 

（１）選定委員会の設置 

事業者の選定を公平かつ適正に実施するため、「ポートアイランドにおける公共空

間を利活用した社会実験の企画・実施を通じたエリアマネジメント体制の構築業務」

委託事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）」を設置する。 

なお、選定委員会の委員名は、公正な審査に影響を与える行為を防止するため、公表

しない。選定委員会は、応募者の企業秘密及び知的財産等を保護する観点から非公開

とし、議事内容も非公開とする。 

（２）提案内容審査 

応募者が提出した企画提案書について、次のとおり選定委員会による書類審査を

実施する。選定委員会は、６．（３）評価基準に基づき、応募者の提案内容について

総合的に評価し、合計点が最も高い応募者を決定する。なお、応募者が１者であって

も審査を行う。 



 

（３）評価基準（100点満点） 

評価項目 
主な評価の視点 配

点 

事
業
実
施
計
画 

本業務に関す

る考え方 

（A） 

・単なるイベントでなく、エリアマネジメントの実証及び地域

主体の活動につなげる視点を有しているか。 

・ポートアイランド及び島内の地域団体の現状や特性を踏まえ

た提案となっているか。 

25 

実施体制 

実行委員会運

営の考え方

（B） 

・ポートアイランド内の地域団体、大学、企業との連携又はネ

ットワークの構築が期待できるか。 

・実行委員会はポートアイランド地域全体を巻き込むことが期

待できる組織構成となっているか。 

・構成員の役割分担、連携、協力、補完体制、本市との窓口等

が明確になっているか。 

・将来的な地域主体運営を見据えた運営となっているか。 

25 

イベント 

企画・運営・

広報 

（C） 

・効果的な実現性の高い提案となっているか。 

・適切な資金計画及び収支計画となっているか。 

・島内の地域団体、大学、企業、住民等が主体的に参画できる

仕組みとなっているか。 

・適切な苦情対策（騒音、交通規制時の周知方法 等）が取れ

ているか。 

・効果的な周知方法となっているか。 

15 

エリアマネジ

メント体制の

考え方 

（D） 

・将来的なエリアマネジメント体制構築につなげる考え方が明

確か。 

・地域関係者の関係性強化やネットワーク形成に向けた提案と

なっているか。 

・協賛、寄付、民間参画等、将来的な財源確保に関する考え方

が示されているか。 

20 

地元加点 

・地元事業者（ポートアイランド内に本店を有する者）：15点 

・地元事業者（神戸市内に本店を有する者）：10点 

・準地元事業者（神戸市内に支店等を有する者）：５点※JV等

の場合は構成を踏まえて加点する。 

15 

 

 

 

 

 



 

（４）契約予定事業者の決定 

本市は、選定委員会の審査結果を踏まえて、契約予定事業者を決定する。ただし、

応募者の得点が 60点を下回る場合は、契約予定事業者として決定しない。 

なお、契約予定事業者は、委託契約を締結する前に本市と企画提案の内容について

協議を行うものとする。 

合計点が最も高い提案者が複数あった場合、次の項目の順により順位を決定する。 

 ア 「事業実施計画」(A)と(D)の合計点数が最も高い者 

 イ アが同点の場合は、（B）の点数が最も高い者 

 ウ イが同点の場合は、抽選 

（５）審査結果の通知及び公表 

審査結果は、すべての応募者（JV 等の場合は代表企業）に対して文書で通知する

こととし、電話等による問い合わせには一切応じない。また、本市ホームページへの

掲載等により公表する（契約予定事業者以外の応募者名は非公表）。 

 

６．その他 

（１）提案に要する留意事項 

①本公募の提案に要する費用は、応募者の負担とする。 

②提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に無断で使用しない。ただし、

神戸市情報公開条例に基づく情報公開請求があった場合は、委託事業者に選定さ

れたかどうかに関わらず、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報

等、同条例第 10 条各号に該当する情報）を除いて、公開の対象となる。 

③本公募において採用されたデザインに係る知的所有権（既製品に係るものは除く。）

は、すべて本市に帰属するものとする。 

④企画提案書に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に

基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理方法等

を使用したことに起因する責任は、提案を行った応募者が負うものとする。 

⑤本公募及びこれに関する事項につき、故意又は過失の如何を問わず、応募者が第三

者に損害を生じさせても、本市は一切これを補償しない。 

⑥物価の高騰及び人件費の上昇などを十分考慮したうえで提案すること。 

⑦企画提案書等、プレゼンテーションにあたっての使用言語は日本語、使用単位は計

量法に規定する計量単位、使用通貨は日本円とする。また、日時については、特に

断りのない限り、日本標準時とする。 

⑧特に断りのない限り、法律行為は到達主義を採用する。また、届出のあった住所地

への到達をもって到達があったものとし、JV 等の場合は、代表企業への到達をも

って構成員全員への到達があったものとみなす。 

⑨専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、図や表などを適宜使用するな



 

ど分かりやすい企画提案書を作成すること。 

⑩応募者は、応募申込書の提出をもって、実施要領の記載内容に同意したものとする。 

⑪提出された企業等の情報は、申込資格確認のために、警察等関係機関への照会資料

として使用する場合がある。 

（２）本公募の中止 

    本市は、募集の妨害、談合行為の疑い、不正又は不誠実な行為等により、本公募を

公正に執行できないと認めるとき、又は競争性を確保し得ないと認めるときは、本公

募の執行延期、再募集又は募集の取りやめ等の対処を図る場合がある。 

これらの場合、本市はその損害賠償の責は負わない。 

（３）失格事由 

次のいずれかに該当することが判明した場合は、その時点で失格とし、本公募実施

期間中の再応募も不可とする。 

①選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めた場合。 

②他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行った場合。 

③事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示

した場合。 

④提出書類に虚偽の記載を行った場合。 

⑤提出書類が提出期限までに提出されなかった場合。 

⑥応募申込の提案に際して、事務局に属する職員及び選定委員会の委員から、協力等

を受けていることが判明した場合。 

⑦見積書に記載の見積金額が実施要領に定める契約上限額を超過した場合。 

⑧その他公正な審査に影響を与える行為があるなど信頼関係を損なった場合。 

（４）その他留意事項 

①実施要領に修正・変更・追加等があった場合は、応募者全員に電子メールで送付す

るとともに、本市ホームページで公表する。 

②誤字、脱字、誤植、その他の原因により、実施要領の各項目間あるいは実施要領と

質問に対する回答との間で矛盾を生じている場合、又は誤解を生じやすいと認め

られる場合は、速やかに本市へ届けること。 

③実施要領に定めるもののほか、必要な事項については、本市の指示に従うこと。 

④関係法令・条例・規則及び要綱を遵守すること。 

 
８．問い合わせ及び書類の提出先 

神戸市 都市局 未来都市推進課 

住 所│〒651-0083 神戸市中央区浜辺通２－１－30 三宮国際ビル７階  

電 話│078-595-6685  FAX│078-595-6690   担 当│別所、足立 

E-mail│portisland-reborn.project@city.kobe.lg.jp 


